
本人確認

市役所

流れ

転出届
新しい住所地にお住まいになる 14日前から 受付しています。

マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、

オンラインでの手続きも可能です。

（転出届のｵﾝﾗｲﾝ手続きについて：市HP→）

◆新しく住まれる住所地（市町村）での手続き◆

住み始めてから14日以内に

「転出証明書（またはマイナンバーカード）」を持って、

転入届をしてください。

【届出に必要なもの】

・国外に転出される方でお持ちの方は、「マイナンバーカード」

高岡市から引っ越しされる方へ

関連する手続きは、

次のページです

必要な書類がそろわない場合は、

後日あらためてご来庁いただく場合

があります。

転出

高岡市役所

〒９３３－８６０１

高岡市

広小路７番５０号

◆市役所代表電話

０７６６－２０－１１１１
◆開 庁 時 間

午前 ８時３０分 ～ 午後 ５時１５分
（土曜・日曜・祝日、年末年始はお休みです）

の手続きは、伏木・戸出・中田・福岡支所でも

可能です。内側のチェックシートでご確認ください。

「マイナンバーカード」をお持ちの方へ

市区町村をまたいだ住所異動をしたときは、新住所地でカード

の継続利用手続きが必要です。

ただし、次の場合はカードが失効し、継続利用ができないため、

再発行となります。

◎ 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合

◎ 住み始めた日から14日以内に転入届を行わなかった場合

◎ 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行わな

かった場合

◎ カードの有効期間が過ぎている場合

◎ カードの運用状況が廃止となっている場合

◎ カードの追記欄に余白がない場合

改定：令和８年４月１日



　　に関連するおもな手続き 本人確認書類（説明は表面）をお持ちください。

下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

国外転出される方 □
マイナンバーカードま
たは通知カードの国外
転出手続き

マイナンバーカードま
たは通知カード

印鑑登録をされている方 □
印鑑登録証の返却
※転出予定日に登録抹
消されます

印鑑登録証

マイナンバーカードを申請
してまだ受け取られていな
い方

□
申請取消
（新住所地で再申請）

国民健康保険に加入してい
る方

□

資格確認書の返却(お
持ちの方)
※①修学のため転出、
②病院等施設へ入院、
③国外へ転出のいずれ
かに該当する場合はお
知らせください

・マイナンバーカード
（お持ちでない方は本
人確認書類及びマイナ
ンバーのわかるもの）

保険年金課

20-1374

後期高齢者医療資格確認書
を持っている方

□

資格確認書の返却
県外へ転出の場合は、
負担区分等証明書の交
付申請
※返却のみ支所でも可

・後期高齢者医療資格
確認書
・マイナンバーカード
（お持ちでない方は本
人確認書類）

保険年金課

20-1481

国民年金に加入している方
または受給中の方

□

加入者が、国外へ転出
される場合、脱退また
は任意加入手続き
※受給者は手続き不要

①～④のいずれかのも
の
①マイナンバーカード
②通知カードと本人確
認書類
③基礎年金番号通知書
④年金手帳

保険年金課

20-1362

□
在学中の学校から、在
学証明書及び教科用図
書給与証明書の受取

・在学証明書等
(転出先の学校または市町
村教育委員会へ提出くださ
い)

□

（高岡市外へ転出後、転
校せずに引き続き通学す
る場合）
区域外就学の手続き

学校教育課へお越しく
ださい

□
就学援助制度を利用さ
れている方

通学していた学校へお
問合せください

・0歳～13歳未満の子ども
がいる方
・小学校6年生から高校1
年生相当（女子）の子ども
がいる方

□ 手続き不要

※高岡市で交付した、
新生児等聴覚検査受診
票、乳幼児健康診査受
診票や予防接種予診票
は使用できなくなりま
す。未使用分は新住所
地で差替えが必要。

健康増進課
(保健センター)
本丸町7番25号

20-1344

小・中学校の児童生徒がい
る方

20-1449
5階

学校教育課

受付窓口

市民課

20-1337

1階

保険

子ども

住所

戸籍
１階

④国民年金

1階

1階

⑥戸籍届出

住所変更

①②国民健康

保険

③後期高齢者

医療



下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

・保育園・認定こども園・
幼稚園等に入園している子
どもがいる方
・幼児教育・保育の無償化
の認定を受けている方

□

退園手続き
※現在利用中の園を転
出後も継続利用したい
場合は、事前に転出先
の市町村で手続きが必
要

子ども・

子育て課

20-1377

こども医療費受給資格証、
ひとり親家庭等医療費受給
資格証をお持ちの方

□
受給資格証の返却
※支所の場合、こども
医療のみ可

受給資格証

児童手当を受給している方 □
必要書類の説明を受け
てください

新住所地では、転出予
定日の翌日から15日以
内に手続きが必要です

未熟児養育医療を受給して
いる方

□ 養育医療券の返却 養育医療券

児童扶養手当を受給してい
る方

□
児童扶養手当の転出手
続

特別児童扶養手当を受給し
ている方

□
県外へ転出される場合
は、転出手続

・妊娠中の方
・産後１か月以内の方

□ 手続き不要

※高岡市で交付した、
妊婦健康診査受診票、
産婦健康診査受診票、
ＲＳウイルス予防接種
予診票は使用できなく
なります。

健康増進課
(保健センター)
本丸町7番25号

20-1344

妊産婦医療費受給資格証を
お持ちの方

□ 受給資格証の返却 受給資格証

子ども・

子育て課

20-1381

身体障害者手帳、療育手帳
または精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方

□

重度心身障害者等医療
費受給資格証または一
部負担金助成該当者証
の返却（お持ちの方）
※住所変更手続が必要
な場合あり

重度心身障害者等医療
費受給資格証、または
一部負担金助成該当者
証

自立支援医療受給者証（更
生・育成・精神）をお持ち
の方

□
※住所変更手続が必要
な場合あり

医療受給者証

障害福祉サービスを受けて
いる方

□

障害福祉サービス受給
者証の返却
※住所変更手続が必要
な場合あり

障害福祉サービス受給
者証

※　裏面もあります

子ども・

子育て課

20-1381

受付窓口

社会福祉課

20-1369

２階

障がい

子ども

妊産婦

1階

⑮入園相談

⑯子どもの

助成

⑯子どもの

助成

⑯子どもの助成

⑪障がい

福祉相談

２階

２階

２階

１階



下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

市税の未納がある方 □ 納付、納税相談
納税課

20-1277

海外に転出される方 □ 納税管理人の申請など
・届出者の本人確認書
類

市民税課

20-1257

原付・農耕作業用車（トラ
クター等）をお持ちの方

□

名義変更または廃車手
続
※支所の場合、廃車証
明書は後日郵送または
再来所

・届出者の本人確認書
類
・ナンバープレート等

市民税課

20-1263

固定資産税の納税通知書が
届いている方

□
転出先以外の送付先を
希望する方や国外へ転
出される場合

・納税通知書
・届出者の本人確認書
類

資産税課

20-1272

介護保険被保険者証等をお
持ちの方

□

被保険者証等の返却
・被保険者証
・負担割合証、負担限
度額認定証（介護認定
等をお持ちの方のみ）
※保険料の還付金等が
支給される場合があり
ます

・左記の被保険者証等
・被保険者の振込口座
がわかるもの

要介護認定を受けている方 □ 受給資格証明書の受取 ・被保険者証

二上霊苑または福岡町霊園
（福岡町下向田）にお墓を
お持ちの方

□ 住所変更
墓地使用許可証
※詳しくはお問合せく
ださい

犬を飼っている方 □ 手続き不要

市営住宅に入居している方 □ 世帯異動届出書
異動後の入居者全員の住民
票　等

6階
建築政策課

20‐1403

上下水道の手続き □ 中止・使用者の変更届

※使用開始・中止はWeb
からもお申込みできます。
「高岡市上下水道使用開始
および中止」で検索してく
ださい。

上下水道局

上下水道局庁

舎１階

水道料金センター

20‐1616

高岡市の二十歳の集いへ参
加を希望する方

□
右記担当へご連絡くだ
さい

5階
生涯学習・
スポーツ課

20‐1456

戸出墓地にお墓をお持ちの
方

□ 住所変更
墓地使用許可証
※詳しくはお問合せく
ださい

戸出支所
（戸出町２丁目

13番４号）
63-1250

長寿福祉課

20-1375

受付窓口

※ 税務関係等についても、手続
きが必要な方は済ませてくださ
い。

7階
市民生活課

20-1351

２階

２階

税

高齢

その他

⑦納税相談

①個人市県民

税

③④バイクの登

録・廃車・

税務証明

⑪介護保険料の

納付

介護給付の申請

⑪介護保険料の

納付

介護給付の申請

２階

２階

２階

２階

⑩償却資産

相続・送付先

変更

２階


